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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加工対象の基板が第一基板と第二基板とをシール材で貼り合わせた基板構造を有し、前
記基板構造内に複数の製品がそれぞれシール材を含む位置に形成されるとともに、隣接す
る製品間に端材領域が形成され、
　前記第一基板および第二基板に対し、スクライビングホイールを用いて製品ごとに切り
出すためのスクライブラインを形成する貼り合せ基板のスクライブ方法であって、
（ａ）第一基板に対して各製品の第一基板側の分断に用いるスクライブラインを形成する
工程、
（ｂ）次いで、第二基板に対し、各製品の第二基板側の分断に用いるスクライブラインと
は別に、隣接する製品間の端材領域の中間付近に応力開放用のスクライブラインを形成す
る工程、
（ｃ）次いで、第二基板に対し、各製品の第二基板側の分断に用いるスクライブラインを
形成する工程を行い、
　かつ、第一基板に対し、前記（ａ）工程の前、または前記（ａ）工程の後、または前記
（ｂ）工程の後のいずれかに、第一基板側の分断に用いるスクライブラインとは別に、隣
接する製品間の端材領域の中間付近に応力開放用のスクライブラインを形成する工程を行
うことを特徴とする貼り合せ基板のスクライブ方法。
【請求項２】
　第二基板の応力開放用のスクライブラインを、第二基板側の分断に用いるスクライブラ
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インよりもそれらの各スクライブラインによって形成されるクラックが基板の厚さ方向に
深く伸展するように形成する請求項１に記載の貼り合せ基板のスクライブ方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、脆性材料からなる貼り合せ基板に対するスクライビングホイールを用いたス
クライブ方法に関する。ここでいう脆性材料には、FPDや携帯通信機等のガラス基板の他
に、セラミックス、単結晶シリコン、半導体ウェハ、サファイア等が含まれる。
【背景技術】
【０００２】
　ガラス基板を用いた製品のなかには、貼り合せ基板から製品を切り出して製造するもの
がある。例えば、液晶表示パネルは、一方の基板上にカラーフィルタが形成され、他方の
基板上に液晶を駆動するＴＦＴ（Thin film Transistor）が形成され、これら２つの基板
が液晶を挟んで貼り合わされた構造を有している。このような液晶表示パネルは、大面積
の貼り合せ基板（マザー基板）内に、１つ１つが液晶表示パネルとなる複数の単位表示パ
ネルを形成しておき、単位表示パネルごとに切り出すことにより製造される（特許文献１
参照）。
【特許文献１】特開平０６－４８７５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　一般に、貼り合せ基板では、第一基板と第二基板とがシール材で貼り合わしてある。そ
して、貼り合せ基板から製品を切り出すときは、分断しようとする予定ラインを貼り合せ
基板上に設定し、この予定ラインに沿って２枚の基板それぞれについてスクライブライン
を形成し、次いでこのスクライブラインに沿って応力を与えるブレイク処理を行うことに
より、分断が行われる。このスクライブラインは、製品の輪郭に沿う輪郭用スクライブラ
インと、隣接する製品間の端材領域に形成され、分断を補助する補助スクライブラインと
が形成される。
【０００４】
　ここで、貼り合せ基板に形成されるスクライブラインについて説明する。
　図３は貼り合せ基板の断面を示す模式図である。貼り合せ基板Ｇは、シール材Ｓ１およ
びシール材Ｓ２により、第一基板Ｇ１と第二基板Ｇ２とが固着されている。
　ここでは、シール材Ｓ１近傍に形成されるスクライブラインＳＬ１を境界Ｃａとしてこ
の境界Ｃａより左側が第一の製品Ｒ１であり、シール材Ｓ２近傍に形成されるスクライブ
ラインＳＬ１を境界Ｃａとしてこの境界Ｃｂより右側が第二の製品Ｒ２であり、これらの
間に挟まれた領域（Ｃａ～Ｃｂ間）が端材領域Ｑとなる。
　なお、貼り合せ基板Ｇから製造される製品が、液晶表示パネルのように電極回路等から
なる端子領域を含む製品である場合には、製品ごとに切り出す際に、一部の端材領域につ
いては端子を形成する端子加工が行われることになる。ここでは説明を簡単にするため、
製品となる基板どうしが同一端面になるように切り出す場合を説明するが、端子を形成す
る場合のスクライブラインについても同等である。
【０００５】
　具体例により従来技術によるスクライブラインの形成加工（以下、スクライブ加工と称
する）を説明する。スクライブ加工では、まず、図３（ａ）に示すように、一方の基板（
ここでは第一基板Ｇ１）に対し、スクライビングホイールＷ１で境界Ｃａ、Ｃｂに沿って
スクライブラインＳＬ１およびＳＬ３を形成する。
　続いて、第一基板Ｇ１のスクライブラインがすべて形成された後に、図３（ｂ）に示す
ように、他方の基板（ここでは基板Ｇ２）に対し、スクライビングホイールＷ２で境界Ｃ
ａ、Ｃｂに沿ってスクライブラインＳＬ２およびＳＬ４を形成する。
【０００６】
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　しかしながら、スクライブラインの形成を、上述した手順で行うと、第一基板Ｇ１と第
二基板Ｇ２とを同じ圧接条件で加工しようとしても、後から加工する第二基板Ｇ２のスク
ライブラインの形成が不安定になる。
　具体的には、後から加工する第二基板Ｇ２を、第一基板Ｇ１と同じ圧接条件で加工する
と、スクライブラインＳＬ２およびＳＬ４によって形成されるクラックの深さは第一基板
Ｇ１に形成されるクラックの深さより浅くなってしまう。そのため、両基板Ｇ１、Ｇ２で
クラックが同じ深さになるように加工しようとすると、第二基板Ｇ２における圧接力を大
きくする必要が生じる。仮に、圧接力を大きくすると、先にスクライブした第一基板Ｇ１
のスクライブラインと、後からスクライブした第二基板Ｇ２のスクライブラインとを比べ
た場合に、後からスクライブした第二基板Ｇ２のスクライブラインの近傍に水平クラック
が多発し、JIS R3202で規定される欠け・角，はまかけ、逃げ、ソゲ等の切り口欠点の発
生を招きやすい。したがって、スクライブを良好にかつ安定して形成することが困難にな
り、製品の端面の品質が低下してしまう。
【０００７】
　そこで、本発明は貼り合せ基板から製品を切り出すためのスクライブ加工を行う際に、
貼り合せ基板の両側の基板面に対して、良好でかつ安定したスクライブ加工を行うことが
できるスクライブ方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、後から加工する第二基板のスクライブ加工が不安定になる原因を解明し、そ
の対策を施すことにより安定したスクライブ加工ができるようにした。まず、第一基板の
スクライブ加工後に行う第二基板のスクライブ加工が不安定になる原因について説明する
。
【０００９】
　図４は貼り合せ基板の断面を示す模式図である。第一基板Ｇ１と第二基板Ｇ２とがシー
ル材Ｓ１、Ｓ２で固定されている。スクライビングホイールＷ１で第一基板Ｇ１側にスク
ライブラインＳＬ１およびＳＬ３を形成すると、スクライブラインＳＬ１およびＳＬ３に
よって形成されたクラックの近傍には左右に広がろうとする力が働く。一方、第一基板Ｇ
１の裏側はシール材Ｓ１、Ｓ２によって第二基板に固定されている。そのため、第一基板
Ｇ１には表面側が凸となる撓みが生じるとともに、反作用として第二基板Ｇ２の表面側に
は凹となる撓みが生じる。
　このとき第二基板Ｇ２側の表面をスクライビングホイールＷ２で圧接しようとしても、
第二基板Ｇ２の表面には撓みの影響で圧縮応力が加わっているため、スクライブ加工が不
安定になると考えられる。そこで、本発明では、第二基板Ｇ２のスクライブ加工を行う前
に、第二基板Ｇ２側に発生している圧縮応力を取り除く処理を行う。
【００１０】
　すなわち、加工対象の基板が第一基板と第二基板とをシール材で貼り合わせた基板構造
を有し、その基板構造内に複数の製品がそれぞれシール材を含む位置に形成されるととも
に、隣接する製品間に端材領域が形成されている脆性材料基板を加工対象とした場合、
上記課題を解決するためになされた本発明のスクライブ方法では、第一基板および第二基
板に対し、スクライビングホイールを用いて製品ごとに切り出すためのスクライブライン
を、以下の手順で形成する。
（ａ）先に、第一基板に対して各製品の第一基板側の分断に用いるスクライブラインを形
成する。
（ｂ）次いで、第二基板に対し、各製品の第二基板側の分断に用いるスクライブラインと
は別に、隣接する製品間の端材領域の中間付近に応力開放用のスクライブラインを形成す
る。
（ｃ）次いで、第二基板に対し、各製品の第二基板側の分断に用いるスクライブラインを
形成する。
　これら（ａ）、（ｂ）、（ｃ）の工程に加えて、さらに、第一基板に対し、（ａ）工程
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前、または（ａ）工程後、または（ｂ）工程後のいずれかに、第一基板側の分断に用いる
スクライブラインとは別に、隣接する製品間の端材領域の中間付近に応力開放用のスクラ
イブラインを形成する。
　なお、本発明における「端材領域」とは、ガラス基板から製品を切り出した後で廃棄さ
れる、製品に隣接していたガラス基板の部分を意味する。
【００１１】
　本発明では、（ａ）工程で第一基板に対して第一基板側の分断に用いるスクライブライ
ンを形成した後に、（ｂ）工程で第二基板に対し、隣接する製品間の端材領域の中間に応
力開放用のスクライブラインを形成するようにしている。この応力開放用のスクライブラ
インは、第二基板の分断とは無関係の位置に、圧接力を増した条件でスクライブする。さ
らに、第一基板に対し、（ａ）工程前、または（ａ）工程後、または（ｂ）工程後のいず
れかにおいて、第一基板側の分断に用いるスクライブラインとは別に、隣接する製品間の
端材領域の中間付近に応力開放用のスクライブラインを形成するようにしている。
　その結果、第一基板および第二基板に設ける応力開放用のスクライブライン自体は、水
平クラックが発生したりカレットが発生したりして良好とはならないが、製品には影響が
ない場所に形成されているので問題はない。
　そして、第一基板と第二基板とに、応力開放用のスクライブラインが形成されることに
より、第二基板に生じていた圧縮応力が開放される。その後、第二基板側の分断に用いる
スクライブラインを形成することにより、以後のスクライブラインについては、第一基板
のときと同様の圧接条件で加工することができ、加工品質も第一基板と同じレベルを保つ
ことができる。
【００１２】
　上記発明において、応力開放用のスクライブラインは、第二基板側の分断に用いるスク
ライブラインよりもそれらの各スクライブラインによって形成されるクラックが基板の厚
さ方向に深く伸展するように形成してもよい。
　これによれば、第二基板側に生じている圧縮応力を確実に緩和でき、第二基板側の分断
に用いるスクライブラインを、良好にかつ安定して形成することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、貼り合せ基板から製品を切り出すためのスクライブ加工を行う際に、
貼り合せ基板の両側の基板面に対して、圧縮応力の影響を受けることなく、安定したスク
ライブ加工を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明のスクライブ方法の実施形態を図面に基づいて説明する。図１は貼り合せ基板の
一例を示す平面図である。図２は図１の貼り合せ基板Ｇにおいて実施される本発明のスク
ライブ方法の手順を示す図であり、図１のＡ－Ａ’断面図を示している。
　貼り合せ基板Ｇは、第一基板Ｇ１と、第一基板Ｇ１の裏面と接する第二基板Ｇ２とから
なる。第一基板Ｇ１および第二基板Ｇ２は、互いに対向する位置に、製品Ｒ１、Ｒ２、Ｒ
３となる領域が形成されている。隣接する製品Ｒ１～Ｒ２間、および、製品Ｒ２～Ｒ３間
には製品を切り出した後で廃棄される端材領域Ｑ１、Ｑ２が設けられている。端材領域は
加工時の緩衝領域として利用される。
【００１５】
　この貼り合せ基板Ｇから製品を切り出す際には以下の手順でスクライブラインを形成す
る。
　まず、図２(ａ)に示すように、第一基板Ｇ１に対し、各製品Ｒ１～Ｒ３の分断に用いる
第一基板側のスクライブラインを形成する。具体的には製品の輪郭線となる輪郭用スクラ
イブライン１１、１２、１３と、輪郭用スクライブラインまでクラックを誘導して分断を
補助する補助スクライブライン１４、１５、１６（図１参照）とを形成する。第一基板Ｇ
１にこれらのスクライブラインを形成することにより、基板Ｇには第一基板Ｇ１側が凸と
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なり、第二基板Ｇ２側が凹になる反りが発生し、第二基板Ｇ２の表面には圧縮応力が加わ
った状態になる。
　続いて、第一基板Ｇ１に対し、端材領域に応力開放用のスクライブラインを形成する。
具体的には、製品Ｒ１～Ｒ２間、製品Ｒ２～Ｒ３間に設けた端材領域の中央付近であって
、製品の分断とは無関係の位置（端材領域Ｑ１、Ｑ２の中央付近）に、直線状の応力開放
スクライブライン１７、１８を形成する。なお、第一基板Ｇ１に形成する応力開放用のス
クライブライン１７、１８と、分断に用いる輪郭用スクライブライン１１～１６との形成
の順序は逆でもよい。（なお、応力開放用のスクライブライン１７、１８については、後
述する第二基板Ｇ２における応力開放用のスクライブライン２７、２８を形成した後に行
ってもよい）
【００１６】
　次に、図２（ｂ）に示すように、第二基板Ｇ２に対し、端材領域に応力開放用のスクラ
イブラインを形成する。具体的には製品Ｒ１～Ｒ２間、製品Ｒ２～Ｒ３間に設けた端材領
域の中央付近であって、応力開放スクライブライン１７、１８と対向する位置（第二基板
Ｇ２の端材領域Ｑ１、Ｑ２の中央付近）に、直線状の応力開放スクライブライン２７、２
８を形成する。このとき、輪郭用スクライブライン１１等を形成するときよりも大きな圧
接力を加える。応力開放用のスクライブライン２７、２８を形成することにより、基板の
反りによって第二基板Ｇ２に生じていた圧縮応力が開放される。（上述したように、応力
開放スクライブライン２７、２８を形成したこの時点で応力開放スクライブライン１７、
１８を形成してもよい）
【００１７】
　続いて、図２（ｃ）に示すように、第二基板Ｇ２に対し、各製品Ｒ１～Ｒ３の分断に用
いる第二基板Ｇ２側のスクライブラインを形成する。具体的には輪郭用スクライブライン
３１、３２、３３と、補助スクライブライン３４、３５、３６（図１参照）とを形成する
。このとき、第二基板Ｇ２の圧縮応力は応力開放用のスクライブライン１７、１８、２７
、２８によって開放されているので、第一基板Ｇ１へのスクライブ加工と同じ圧接条件で
スクライブ加工ができる。
【００１８】
　このように、第一基板Ｇ１のスクライブ後に、応力開放用のスクライブライン１７、１
８、２７、２８を形成し、その後に、第二基板Ｇ２にスクライブを行うようにすることで
、第一基板Ｇ１と第二基板Ｇ２とが、同じ圧接条件でスクライブ加工ができるようになり
、形成されたスクライブラインの品質も同レベルにすることができる。
　なお、応力開放用のスクライブライン１７，１８、２７、２８は各基板の端面から形成
することが望ましいが、各基板の端面から約1mm程度内側から形成する（いわゆる、内切
り）ようにしてもよい。
　前記実施の形態で示した各製品Ｒ１～Ｒ３は一例であって、この形状に何ら限定される
ものではなく、例えば、閉曲線のみで形成された形状や隣接する製品どうしが異なる形状
を有するものも本件発明の範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００１９】
　本発明のスクライブ方法は、貼り合せ基板のスクライブ加工に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】貼り合せ基板の一例を示す図。
【図２】本発明のスクライブ方法による加工手順を示す図。
【図３】貼り合せ基板の断面を示す模式図。
【図４】貼り合せ基板をスクライブしたときに生じる応力状態を示す図。
【符号の説明】
【００２１】
Ｇ　　貼り合せ基板
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Ｇ１　第一基板
Ｇ２　第二基板
１１～１３　輪郭用スクライブライン
１４～１６　補助スクライブライン
１７、１８　応力開放用スクライブライン
２７、２８　応力開放スクライブライン
３１～３３　輪郭用スクライブライン
３４～３６　補助スクライブライン

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】
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